
 

８
月
６
日
８
時
１
５
分
広

島
、
９
日
１
１
時
２
分
長
崎

に
、
ア
メ
リ
カ
が
原
爆
を
投

下
し
て
か
ら
７
６
年
を
迎
え

ま
す
。 

 
こ
と
し
１
月
２
２
日
、
国

連
が
採
択
し
た
核
兵
器
禁
止

条
約
が
発
効
し
ま
し
た
。 

こ
の
新
し
い
国
際
的
条
件
の

下
で
、
８
月
２
日
か
ら
９
日

ま
で
「
被
爆
者
と
と
も
に
、

核
兵
器
の
な
い
平
和
で
公
正

な
世
界
を
—
—
人
類
と
地
球

の
未
来
の
た
め
に
」
を
テ
ー

マ
に
、
原
水
爆
禁
止
２
０
２

１
年
世
界
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
が
各
地
で

続
く
中
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
条

件
を
活
か
し
、
核
兵
器
廃
絶

の
流
れ
を
リ
ー
ド
す
る
国
内

外
の
市
民
社
会
の
運
動
が
、

国
連
加
盟
各
国
の
リ
ー
ダ
ー

を
交
え
て
核
兵
器
の
な
い
世

界
を
実
現
す
る
知
恵
と
経
験

を
豊
か
に
交
流
し
ま
す
。 

 

原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
実

行
委
員
会
は
、
世
界
大
会
と

同
じ
８
月
２
日
か
ら
９
日
ま

で
の
間
、
大
会
と
全
国
、
全
世

界
の
草
の
根
の
行
動
を
オ
ン

ラ
イ
ン
で
結
び
、
日
本
を
起

点
に
地
球
の
自
転
に
合
わ
せ

て
世
界
を
ま
わ
る
核
兵
器
廃

絶
の
た
め
の
草
の
根
行
動
の

連
鎖
、
２
０
２
１
年
「
平
和
の

波
」
行
動
を
お
こ
な
う
こ
と

を
提
案
し
て
い
ま
す
。
あ
な

た
に
で
き
る
や
り
方
で
ご
参

加
く
だ
さ
い
。 

  

平
和
の
波
行
動
は
、
現
在
（
７

月
２
６
日
）、
大
阪
府
内
５
１

団
体
・
組
織
か
ら
、
６
０
か
所

以
上
で
行
動
参
加
の
報
告
が

あ
り
ま
す
。
あ
な
た
の
地
域
で

の
計
画
を
大
阪
原
水
協
迄
ご

報
告
く
だ
さ
い
。 

 

大
阪
原
水
協
に
寄
せ
ら
れ
た

ペ
ナ
ン
ト
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ

広
島
そ
し
て
長
崎
に
送
り
届

け
ま
す
。
約
１
１
０
０
０
本 

ペ
ナ
ン
を
つ
な
ぐ
作
業
中
で

す
。
川
辺
理
事
長
も
細
か
い

手
作
業
に
奮
闘
中
！ 

２０２１年 
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原水爆禁止大阪府協議会 第９３０号 

電話 06（6765）2552 

FAX 06（6765）2837 

〒542-0012 大阪市中央区谷町７丁目 

3 番 4 号新谷町第 3 ビル 210 号 

原水爆禁止世界大会へペナントを届けます！ 

☆ 核兵器禁止条約の署名・批准を求める 署名の到達 

７月 2２日の到達 ４６,４１１ 筆 

大阪原水協は、毎月２２日を集約日としています。 

各団体・地域原水協・個人より報告をお願いします。 

FAX 及び署名の郵送等お願いします。 

平
和
の
波
行
動
に
参
加
し
よ
う
！ 



黒
い
雨
訴
訟
上
告
断
念

に
あ
た
っ
て 

談
話 

日
本
原
水
爆
被
害
者
団

体
協
議
会
（
日
本
被
団
協
） 

事
務
局
長 

木
戸
季
市 

  

菅
首
相
が
、
湯
崎
広
島
県

知
事
、
松
井
広
島
市
長
と
会

い
、「
黒
い
雨
」
訴
訟
広
島
高

裁
判
決
を
上
告
し
な
い
と
判

断
し
た
こ
と
を
知
り
、
良
か

っ
た
と
喜
ん
で
い
ま
す
。 

 

あ
ら
た
め
て
、
原
告
の
皆

さ
ん
の
長
い
た
た
か
い
に
敬

意
を
表
し
ま
す
。 

 

黒
い
雨
被
害
者
が
長
年
被

爆
者
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

の
は
、
現
行
の
「
原
子
爆
弾
被

爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す

る
法
律
」
が
原
爆
被
害
の
実

相
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
に
起
因
し
て
い
ま
す
。

原
爆
被
害
者
は
、
あ
の
日
に

命
を
奪
わ
れ
た
多
数
の
死
没

者
、
熱
線
、
爆
風
、
放
射
線
に

遭
っ
た
被
害
者
、
救
援
や
家

族
探
し
の
た
め
街
に
入
っ
た

人
々
、
治
療
な
ど
の
救
援
に

当
た
っ
た
人
、
遺
族
、
孤
児
な

ど
多
様
で
す
。
し
か
し
、
現
行

法
で
は
、
距
離
、
時
間
な
ど
一

定
の
条
件
を
満
た
す
人
の
み

を
援
護
の
対
象
と
狭
く
定
め

て
い
ま
す
。 

被
爆
者
は
、「
ふ
た
た
び
被

爆
者
を
つ
く
ら
な
い
」
こ
と

を
願
い
、「
原
爆
被
害
へ
の
国

家
補
償
」
と
「
核
戦
争
起
こ
す

な
、
核
兵
器
な
く
せ
」
を
求
め

て
き
ま
し
た
。 

こ
の
二
つ
の
要
求
を
実
現

し
、
核
兵
器
に
よ
る
人
類
絶

滅
の
危
機
を
救
う
た
め
に
、

さ
ら
に
努
力
す
る
こ
と
を
決

意
し
、
談
話
と
し
ま
す
。 

「
黒
い
雨
」
訴
訟
・
菅
総

理
の
上
告
断
念
表
明
を

受
け
て
の
弁
護
団
コ
メ

ン
ト  

 

本
日
，
菅
総
理
は
，「
黒
い
雨
」

訴
訟
に
関
し
，
２
０
２
１
年

７
月
１
４
日
に
言
い
渡
さ
れ 

た
広
島
高
裁
判
決
に
つ
い
て
，

上
告
せ
ず
，
原
告
ら
８
４
名

に
対
し
速
や
か
に
被
爆
者
健

康
手 

帳
を
交
付
す
る
こ
と

を
容
認
す
る
こ
と
と
し
，
併

せ
て
，
原
告
ら
以
外
の
「
黒
い

雨
」
被
爆
者 

に
対
す
る
救
済

の
方
法
に
つ
い
て
も
，
早
急

に
検
討
す
る
こ
と
を
関
係
閣

僚
に
指
示
を
し
た
こ 

と
を

表
明
し
た
。 

「
黒
い
雨
」
訴

訟
弁
護
団
は
，
菅
総
理
の
政

治
決
断
を
歓
迎
す
る
と
と
も

に
，
こ
れ
よ
っ
て
， 

原
告
ら

「
黒
い
雨
」
被
爆
者
の
４
０

年
以
上
に
わ
た
る
長
い
活
動

に
，
や
っ
と
実
を
結
ぶ
展
望 

が
開
け
た
こ
と
を
，
こ
の
日

を
待
ち
望
み
な
が
ら
亡
く
な

っ
た
１
５
名
の
原
告
ら
も
含

め
，
原 

告
ら
８
４
名
と
と
も

に
喜
び
た
い
。
ま
た
，「
黒
い

雨
」
訴
訟
に
つ
い
て
，
声
明
や

署
名
等
を 

通
じ
て
支
援
し

て
下
さ
っ
た
皆
さ
ま
，
政
治

決
断
に
尽
力
し
て
下
さ
っ
た

皆
さ
ま
に
対
し
，
改 

め
て
感

謝
の
意
を
表
明
す
る
。 

「
黒

い
雨
」
訴
訟
弁
護
団
は
，
菅
総

理
の
政
治
決
断
を
受
け
，
広

島
市
及
び
広
島
県
に
対
し
， 

原
告
ら
８
４
名
に
対
し
速
や

か
に
被
爆
者
健
康
手
帳
を
交

付
す
る
よ
う
，
改
め
て
求
め

る
。
同 

時
に
，
今
後
行
わ
れ

る
原
告
ら
以
外
の
「
黒
い
雨
」

被
爆
者
に
対
す
る
救
済
方
法

の
検
討
に
あ 

た
っ
て
は
，
広

島
高
裁
判
決
で
示
さ
れ
た
被

爆
者
援
護
法
の
立
法
趣
旨
及

び
「
黒
い
雨
」
に
よ 

る
被
爆

類
型
の
被
爆
者
援
護
法
１
条

３
号
該
当
性
の
要
件
を
踏
ま

え
て
，「
黒
い
雨
」
被
爆
者 

に

対
す
る
こ
れ
ま
で
の
被
爆
者

援
護
行
政
の
あ
り
方
を
根
本

的
に
見
直
し
，
審
査
基
準
を

改
訂 

す
る
等
必
要
な
措
置

を
講
じ
，
全
て
の
「
黒
い
雨
」

被
爆
者
が
速
や
か
に
救
済
さ

れ
る
よ
う
な 

施
策
を
講
ず

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。「
黒

い
雨
」
訴
訟
弁
護
団
と
し
て

も
，
審
査
基
準
の
改 

訂
等
の

作
業
に
あ
た
り
，
最
大
限
の

協
力
を
惜
し
ま
な
い
用
意
が

あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
表
明
す 

る
。 

 

２
０
２
１
年
７
月
２
６
日 

「
黒
い
雨
」
訴
訟
弁
護
団 

  
  

日本政府に核兵器禁止条約

への署名・批准を求める   

意見書決議 
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（2021年7月２０日現在） 


